
無線局免許申請書 

年  月  日 

 

近畿総合通信局長 殿 

 

 

 

収入印紙貼付欄 

10W以下 7,380円  

10Wを超え 50W以下 10,280円 

割り印はしないこと 

重ならないように貼付すること 

 

                        過納承諾 電波太郎 

 

□電波法第６条の規定により、無線局の免許を受けたいので、無線局免許手続規則第４条

に規定する書類を添えて下記のとおり申請します。 

また、上記の申請に対する免許（再免許）を受けた場合は、電波法第 14 条の２の規定

により、免許記録に記録されている事項を証明した書面の交付を請求します。 

記 

１ 申請者 

 

 

 

 

 

 

住 所 

 

 

都道府県－市区町村コード 〔            〕  

 

 

 

 

 

〒（540－8795） 

大阪府大阪市中央区大手前１－５－４４ 

氏名又は名称及び代表

者氏名 

フリガナ ソウムカブシキカイシャ   デンパ タロウ 

総務株式会社 代表取締役 電波 太郎 
     

 法人番号   

   代理人 

 

 

 

 

 

 

住 所 

 

 

都道府県－市区町村コード 〔            〕  

 

 

 

 

 

〒（  －  ） 

 

氏名又は名称及び代表

者氏名 

フリガナ 

 

 

２ 電波法第５条に規定する欠格事由 

開設しようとす

る無線局 
無線局の種類（法第５条第２項各号） 

☑ 該当 

□ 該当しない 

相対的欠格事由 処分歴等（同条第３項） □ 有  ☑ 無 

 

 

 

 

収入印紙が必要額を超え

て貼っている場合に記入 

記載例３（特定船舶局・漁船以外（レジャー船など）用 

通常は「無」をチェック。以下の場合は「有」にチェック。 
①電波法に違反し、罰金以上の刑の執行を終え、又はその執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない場合 
②電波法に違反し、何らかの処分を受け、その処分の日から２年を経過しない場合 

「該当」にチェック 

 



３ 免許又は再免許に関する事項 

 

 

 

 

 

 

①  無線局の種別及び局数 船舶局 １局  

 

 

 

 

 

② 識別信号       でんぱまる 

③ 免許の番号       （記載不要） 

④ 免許の年月日       （記載不要） 

⑤ 希望する免許の有効期間  

⑥ 備考  

４ 電波利用料 

① 電波利用料の前納 

 

 

 

 

電波利用料の前納の申出の有無 □有    □無  

 

 

 

電波利用料の前納に係る期間 

 

 

□無線局の免許の有効期間まで前納します（電波

法第 13条第２項に規定する無線局を除く）。 

□その他（    年） 

 

 

 

② 電波利用料納入告知書送付先（法人の場合に限る。） 

□１の欄と同一のため記載を省略します。 

 

 

 

 

 

 

 

住 所 

 

 

 

都道府県－市区町村コード 〔             〕  

 

 

 

 

 

 

〒（  －  ） 

 

 

部署名 

 

 

フリガナ 

 

 

 

５ 申請の内容に関する連絡先 

 

 

 

 

 

所属、氏名 

 

 

フリガナ  

 

 

 

 

 

 

電話番号  

電子メールアドレス  
 

希望する識別信号が

ある場合は記入 

電波利用料の前納を希望する

場合は、有にチェックをし、

前納にかかる期間を記入 

希望する場合限り

その期間を記入 

「有」にチェックされた方は、前納に係る期間の選択をしてください。 

有効期間中すべての電波利用料を前納したい場合は、「無線局の免許の有効期間まで前納します」にチェック。 

それ以外の場合は、「その他」にチェックをし、前納したい年数を記載してください。 


